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財政部は《所得税法第8条における中華民国源泉所

得の認定原則》、《外国営利事業者のクロスボー

ダー電子役務販売に係る所得税徴収作業要点》等

を参考に、所得額の再計算又は納付すべき税額の

還付申請期間に関する規定について、《所得税協定

適用監査準則》(以下、本監査準則)第34条の改正条

文を2025年4月8日に発布しました。改正要点は以下

の通りです。

一、租税協定（日台租税協定を含む）の適用申請期

間の10年への延長

他方の協定締結国の居住者が、所得税法第88

条に規定の源泉徴収範囲の所得を取得し、各

種所得源泉徴収率基準により課税された場合、

所得者又は源泉徴収義務者は納税日より10年

以内において、本監査準則の規定に基づく他方

の協定締結国の税務機関が発行した居住者証

明等の証明書類及び源泉徴収票を当初源泉徴

収を申告した税務機関に提出し、所得税協定の

適用を申請することができます。または、源泉徴

収義務者の営業所在地を管轄する国税局毎

に、申請までに各局の管轄区で納付した税額を

まとめ、各管轄国税局(本部)にまとめて所得税

協定の適用を申請することができます。

他方の協定締結国の居住者が、所得税法第88

条に規定の源泉徴収範囲ではない所得を取得

し、所得税法規定により申告・納税した場合、納

税日より10年以内において、本監査準則の規

定に基づく他方の協定締結国の税務機関が発

行した居住者証明等の証明書類、申告書及び

納付書原本を申告した税務機関に提出し、所得

税協定の適用を申請することができます。

二、移行期間の適用原則

本監査準則の改正施行時点で、納税日から起

算して5年を経過していない場合、申請期限は

所得者又は源泉徴収義務者が源泉徴収税を納

付した日から10年です。すでに5年を経過した場

合は、なお改正施行前の規定が適用されます。

三、但書規定：適用する所得税協定に別段の規定

がある場合、当該規定に基づく

適用する所得税協定に別段の規定がある場

合、当該規定に基づきます。例えば、《所得に対

する租税に関する二重課税の回避及び脱税の

防止のための在ドイツ台北代表処と在台湾ドイ

ツ協会との間の取決め》第26条(源泉地領域課

税手続規定)第2項には、「税還付申請は、配当

金、利息、ロイヤリティ又はその他所得項目に

適用される源泉徴収税額の属する暦年後の第4

年の末までに提出しなければならない。」と規定

されています。

租税協定の適用申請期間の10年への延長
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行政手続法第131条第1項に規定されている人民の

公法上の請求権は、法律に別段の規定がある場合

を除き、原則として10年とされています。そのため、

財政部はここ数年において、税金徴収法の納税義

務者の過大納付税の税還付申請期限、及び所得税

に関連する減税又は税還付の申請期限を5年から

10年に延長してきました。今回、財政部は租税協定

案件の申請期限についても納税日から起算して10

年に改正し、移行期間案件の適用原則を追加制定

しました。(下表のまとめ参照)

例えば、台湾A社が海外にサービス費用を支払い、

2020年4月11日に源泉徴収税を納付した場合、改正

前の規定によると当初の税還付申請期間は5年、申

請期限は2025年4月10日 (2020年4月11日起算+5年

-1日)です。2025年4月10日(改正発効日) (5年未満)

を跨ぐため、申請期限は10年に延長されます。即

ち、2030年4月10日 (2020年4月11日+10年-1日)まで

租税協定の適用による免税を申請することができま

す。
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減税・税還付の申請期間の5年から10年に延長に関する一覧表

適用状況 申請期間
改正発効日/移行期間

の条項
法令

他方の協定締結国の

居住者所得税協定の

適用申請

源泉徴収税の納付又

は申告納税の日から

起算して10年以内

• 2025年4月10日発効

• 改正施行の際、納税日

から起算して5年を経過

していない場合は改正

後の規定を適用する。

既に5年を経過した場

合は改正施行前の規

定を適用する。

所得税協定適用監

査準則第34条

国内に固定営業場所

及び営業代理人を持

たない外国営利事業

者による収入関連原

価、費用の控除申請

収入取得日から起算

して10年以内

• 2023年10月13日発効

• 改正発効時点において、

改正前の規定による申

請期間が5年を経過し

ていない場合は改正後

の規定を適用する。既

に5年を経過した場合

は改正発効前の規定

を適用する。

所得税法第8条にお

ける中華民国源泉

所得の認定原則第

15点



3Document Classification: 
KPMG Public

© 2025 KPMG, a Taiwan partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent 
member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All 
rights reserved.

Apr. 2025  |   No. 6

減税・税還付の申請期間の5年から10年に延長に関する一覧表

適用状況 申請期間
改正発効日/移行期間

の条項
法令

外国営利事業者がク

ロスボーダー電子役

務販売を台湾国内の

買手に販売し、純利

率、国内利益貢献度

により計算した源泉

徴収すべき税額の査

定を経た、過大納付

の源泉徴収税額の還

付申請

収入取得日から起算

して10年以内

• 2023年10月13日発効

• 改正発効時点におい

て、改正前の規定によ

る申請期間が5年を経

過していない場合は改

正後の規定を適用す

る。既に5年を経過した

場合は改正発効前の

規定を適用する。

• 外国営利事業者

のクロスボーダー

電子役務販売に

係る所得税徴収

規定

• 外国営利事業者

のクロスボーダー

電子役務販売に

係る所得税徴収

作業要点第10点

海外に本社がある営

利事業者が台湾で国

際運送、建設工事の

請負、技術サービス

の提供又は機器設備

のリースなどの事業

を行い、当該国内営

業収益の10％又は

15％を台湾の営利事

業所得とする過大納

付の源泉徴収税額の

還付申請

収入取得日から起算

して10年以内

2023年5月29日発効 外国営利事業者に

よる所得税法第25

条第1項規定に基づ

く所得額計算の適

用申請案件の審査

原則

納税義務者が法令の

適用、事実の認定、

計算又はその他の原

因の誤りにより生じた

過大納税の還付申請

納税日から起算して

10年以内

• 2021年12月19日発効

• 改正発効時点におい

て、改正前の規定によ

る申請期間が5年を経

過していない場合は改

正後の規定を適用す

る。既に5年を経過した

場合は改正発効前の

規定を適用する。

税金徴収法第28条
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